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金融サービス仲介業者の
内部管理態勢の構築支援

2020年6月の公布から1年半以内に改正金融サービスの提供に関する法律（旧金融商品の販
売に関する法律）が施行され、新たに創設される金融サービス仲介業者は、1つの登録で銀
行・証券・保険・貸金業の商品・サービスを仲介することが可能になります。

これにより、幅広い金融商品を取り扱う新たなビジネスモデルの展開が容易になり、顧客に
対する金融商品のサプライチェーンは大きく変化するとともに、顧客ニーズを捉える新たな
プレーヤーが登場することが見込まれます。
あずさ監査法人では、改正法や政府令・監督指針および自主規制等を踏まえながら、関連す
る業界におけるベストプラクティス等に関する豊富な知見を基に、金融サービス仲介業者の
内部管理態勢の構築を支援するアドバイザリーサービスを提供します。

金融サービスの提供に関する法律の改正と金融サービス仲介業の創設

2021年秋ごろまでの施行が見込まれる改正金融サービスの提供に関する法律（以
下「金融サービス提供法」という）では、銀行・証券・保険・貸金の業態ごと設
けられていた仲介業について、取り扱える商品の範囲に一定の制限等があるもの
の金融サービス仲介業者としての登録のみで仲介業務が行えるようになります
（図表1参照）。

*電子決済等代行業の登録免除
電子決済等代行業者と業者と同様に十分な
業務遂行体制を備えている金融サービス仲
介業者については、電子決済等代行業者と
しての登録を受けることなく電子決済等代
行業務を行うことができるとされています。

図表1：既存の主な仲介業と新しく創設される金融サービス仲介業の業登録に係るイメージ

所属制の廃止

既存の仲介業で求められる所属金融機関を定める制度は金融サービス仲介業には
設けられていません。このため、多数の金融機関から提供を受けて幅広い金融商
品を顧客に仲介することが容易になります。

*保証金について
所属金融機関による損害賠償責任に代わっ
て、事業規模に応じた保証金の供託等を通
じた利用者保護がはかられます。

• 預金等による分別管理可

銀行 保険会社 証券会社

銀行代理業 保険募集人 金融商品
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銀行 保険会社 証券会社

金融サービス仲介業

1つの登録で多様な
金融商品を仲介



ここに記載されている情報はあくまで一般的なものであり、特定の個人や組織が置か
れている状況に対応するものではありません。私たちは、的確な情報をタイムリーに
提供するよう努めておりますが、情報を受け取られた時点及びそれ以降においての正
確さは保証の限りではありません。何らかの行動を取られる場合は、ここにある情報
のみを根拠とせず、プロフェッショナルが特定の状況を綿密に調査した上で提案する
適切なアドバイスをもとにご判断ください。
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本リーフレットで紹介するサービスは、公認会計士法、
独立性規則及び利益相反等の観点から、提供できる企業
や提供できる業務の範囲等に一定の制限がかかる場合が
あります。詳しくは有限責任 あずさ監査法人までお問い
合わせください。
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03 態勢整備02 対応事項の整理01 現状把握

金融サービス仲介業者に求められる
内部管理態勢全般または特定の領域
の現状について、ヒアリングや資料
閲覧等を通じて把握します。

 現状の内部管理態勢の把握
 金融仲介ビジネスに係る戦略の確認
 適用される法規制等の確認

政府令や監督指針を含む金融庁公表
資料、自主規制等をベンチマークと
し、他社事例にも精通する専門家に
よる比較・ギャップ分析を行います。

 現状とのギャップ分析の実施
 ギャップ事項の特定および確認
 ギャップ事項に係る対応策の策定

ギャップ分析により洗い出された対
応すべき事項について、規程等の整
備および内部統制の構築に向けた助
言等により必要な態勢の整備を支援
します。

 関連規程類の整備
 プロセス導入に関する研修
 PDCAサイクルに向けた助言の提供

金融サービス仲介業者に対する行為規制

金融サービス仲介業者に対する行為規制は、仲介する金融サービスによらず共通
して求められる規制と金融サービスごとの特性に応じて求められる規制がありま
す。仲介業者の事業内容に応じたアクティビティベースの規制体系となっており、
金融サービス仲介業者の法令遵守態勢の構築に当たっては、その内容を十分に踏
まえた上で検討を進める必要があります。

*自主規制団体による自主規制
金融サービス仲介業者は、認定金融サービ
ス仲介業協会が策定する自主規制を遵守す
ることが求められます。

共通の規制 分野に応じた規制

 健全かつ適切な運営を確保するための措置
 誠実義務
 金融機関から受け取る手数料の開示
 名義貸しの禁止
 標識の表示

銀行分野

 情実融資の媒介の禁止 等
*金融サービス仲介業者が貸金業者の貸付
を媒介する場合について、誇大広告禁止
や取立て行為規制を措置

 インサイダー情報を利用した勧誘の禁止
 損失補てんの禁止
 顧客の注文の動向等の情報を利用した自
己売買の禁止 等

 自己契約の禁止
 告知の妨害の禁止
 不適切な乗換募集の禁止 等

保険分野

出典：金融庁 金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法案説明資料
（ https://www.fsa.go.jp/common/diet/201/index.html ）を基にKPMG作成

証券

金融サービス仲介業者に対する行為規制

金融サービス仲介業者の内部管理態勢構築支援サービスのご提供例（2ヵ月~4ヵ月）




